
第二次大戦後の水害と
治水の論理の変遷

高橋 裕
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水害の教訓
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１９４７年 カスリーン台風

•利根川水害

•明治以来の連続堤防治水が洪水
のピーク流量を増加させた。

•死者・行方不明者 １，９３０人
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１９５３年 梅雨前線豪雨

•筑後川水害

•明治以来の大規模治水が洪水流
の速度を増し、洪水ピーク流量を
増加させた。

•死者・行方不明者 １，０２８人
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１９５８年 狩野川台風

•東京、横浜の都市水害

•人口の都市への集中による新興
住宅地の浸水

•死者・行方不明者 １，２６９人
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１９５９年 伊勢湾台風(1)

•戦後最大の水害

•開発（土地利用の変化）が経済成
長を達成したが、大水害発生

•死者・行方不明者 ５，０４１人
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•濃尾平野南部の工業と住宅開発、
地下水揚水とゼロメートル地帯

•ラワン材の大量輸入と貯木場の
不備など

１９５９年 伊勢湾台風(2)
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１９６７年

•羽越災害（山形県～新潟県）

•加治川の２年連続破堤

•最初の水害訴訟
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１９７２年 梅雨前線豪雨

•全国に大水害

•米代川（秋田県）から川内川（鹿
児島県）まで

•天草上島の土石流

•水害訴訟が一斉に発生

•死者・行方不明者 ４４４人
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１９７４年 多摩川水害

•長期を要した水害訴訟

•堤防洗掘の原因が主要争点

•結審(1992)まで１８年
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１９７７年 河川審議会 総合治水対策答申

•都市水害、全国的に発生→
•水害訴訟→
•無秩序な宅地化が原因→
•河川整備のみでは対応できず→
•開発規制、避難体制の強化
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総合治水対策特定河川事業（中川・綾瀬川の事例）

中川・綾瀬川流域では、一様に低地で降った雨がたまりやすくはけにくい地形を有しており、
さらに、都市化による人口・資産の集中が著しいため、昭和５８年度より都県と流域市区町村と
連携し総合治水対策を推進している。直轄区間においては、総合治水対策目標１／１０を目指し
ており、平成２５年度は、柿木地区、伊勢野地区等の用地買収、築堤・護岸、附帯工事等を実施
し、中川・綾瀬川の治水安全度の向上を図る。
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中川・綾瀬川流域における市街化率の変遷
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中川・綾瀬川総合治水対策

中川・綾瀬川流域

自治体や民間などの
開発者が対策を実施

河川管理者（国、都
県）が対策を実施

中川・綾瀬川は勾配が緩く
溜まった水が流れにくい

◆水防活動体制の強化

◆浸水予想区域の公表

◆予・警報システムの
強化

人口、資産
が集中

柿木地区における
河川改修
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流域における対策（中川・綾瀬川の事例）

遊水機能保全対策

遊水機能を保全するため、
農地の盛土を必要最小限と
するほか、公共及び民間事
業の建設発生土を遊水地域
外へ誘導します。

保水地域

埼玉県雨水流出抑制施設の設置に関する条例

（埼玉県HPより抜粋）
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特定都市河川指定状況

河川名 水系名 河川管理者
流域面積

指定河川数
指定要件関係

備考
施行日 都道府県名 流域自治体 河川延長 市街化率

年平均
水害被害額

鶴見川 鶴見川 (1級) 国､東京都､神奈川県
235km2

11河川
85%

40億円

H17.4.1 東京・神奈川 横浜市等４市 87.3km （想定）

新 川 庄内川 (1級) 愛知県
249km2

6河川
60%

113億円

H18.1.1 愛知 名古屋市等16市町 53.4km （実績）

寝屋川 淀川 (1級) 大阪府
268km2

30河川
75%

38億円

H18.7.1 大阪 大阪市等12市 133.1km （実績）

巴 川 巴川 (2級) 静岡県
105km2

3河川
50%

13億円

H21.4.1 静岡 静岡市 22.2km （実績）

境川（愛知） 境川 (2級) 愛知県
221km2

2河川
55%

50億円

H24.4.1 愛知 名古屋市等10市2町 28.9km （実績）

猿渡川 猿渡川 (2級) 愛知県
45km2

1河川
64%

14億円

H24.4.1 愛知 刈谷市等４市 8.0km （想定）

境川（神奈川） 境川（2級）引地川 東京都､神奈川県
211km2

9河川
65%

14億円 H26.4頃
指定予定東京・神奈川 横浜市等７市町 95.2km （実績）

引地川 引地川（2級） 神奈川県
67km2

2河川
72%

27億円 H26.4頃
指定予定神奈川 藤沢市等６市 36.0km （想定）

特定都市河川指定状況一覧表
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特定都市河川に指定された６河川のうち、４河川で流域水害対策計画が策定済み、
２河川で策定中。

流域水害対策計画の概要(第4条関連)

項目と根拠条文 鶴見川 新 川 寝屋川 巴 川 境川 猿渡川

4条
1項

流域水害
対策計画

H19.3.14策定 H19.10.30策定 H18.2.15策定 H22.3 策定 策定中 策定中

4条
2項1号

基本方針
河川整備及び下水道整備の推進、雨水貯留浸透施設整備の推進、流域流出量の抑制及び保水・遊水
機能の保全、流域対策の徹底、浸水被害拡大防止対策の推進、継続的なモニタリング等について記
述

4条
2項2号

目
標
と
な
る
降
雨

都市洪水
発生防止

【大臣管理区間】 【新川･五条川】 概ね100年に１回 概ね10年に1回

概ね50年に１回 概ね30年に1回 (戦後最大： (1時間雨量69mm)

(戦後最大：
2日雨量340mm)

(24時間雨量252mm) 1時間雨量62.9mm､

【その他区間】 【その他河川】 24時間雨量311.2mm)

概ね10年に1回 概ね10年に1回

(1時間雨量60mm) (24時間雨量205mm)

都市浸水
発生防止

【低地区域】 【市町毎に設定】 概ね10年に1回 概ね7年に1回

概ね10年に1回 概ね5～10年に1回 (1時間雨量52～60mm) (1時間雨量67mm)

(1時間雨量60mm) (1時間雨量52～63mm)

【自然排水区域】

概ね5年に1回

(1時間雨量50mm)

4条
2項3号

河川整備

河道断面確保 河道断面確保 河道断面確保 河道断面確保

洪水調節施設整備 洪水調節施設整備 洪水調節施設整備 洪水調節施設整備

分水路機能整備

地下河川整備

4条
2項4号

河川管理者が行う
雨水貯留浸透施設

整備

河川調整池
該当施策無し

流域調節池
該当施策無し

約7千m3 180万m3 

流域水害対策計画策定中
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１９８２年 長崎水害（梅雨）

•クルマ時代を象徴する水害

•クルマの損害 約２万台

•死者 ２９９人（主として土石流）
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１９８０～９０年代 河川環境の重要性に関心

•長良川河口堰反対運動

↓
•１９９７ 河川法改正
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１９９７年 河川法改正

•【第１条】河川環境の整備と保全

•【第１６条の２】河川管理者は、学識
経験者の意見を聴かなければなら
ない。住民の意見を反映するために
必要な措置を講じなければならない

→各河川流域委員会の誕生など
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１９９９年 広島県西部地域災害

•同時多発的土砂災害 死者２４人

↓
•土砂災害防止法
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２０００年 土砂災害防止法

•土砂災害のおそれのある区域について、
危険の周知、警戒避難体制の整備、住
宅等の新規立地の抑制、既存住宅の移
転促進等

•土砂災害警戒区域の指定【都道府県】
•特定開発行為に対する許可制度
•建築物の構造規制
•建築物の移転等の勧告
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●特定開発行為に対する許可制
対象：住宅宅地分譲、災害時要援護者関連施設の

ための開発行為
●建築物の構造規制
●建築物の移転等の勧告

土砂災害防止法の概要

21

土砂災害防止法※とは、土砂災害から国民の生命を守るため、土砂災害のおそれのある区域
について
危険の周知、警戒避難態勢の整備、住宅等の新規立地の抑制、既存住宅の移転促進等のソフ
ト対策を
推進しようとするものです。

基礎調査の実施
渓流や斜面など土砂災害により
被害を受けるおそれのある
区域の地形、地質、
土地利用状況について調査

・土砂災害防止対策の基本的事項
・基礎調査の実施指針
・土砂災害警戒区域等の指定指針 等

土砂災害防止対策基本指針の作成［国土交通省］

基礎調査の実施［都道府県］

・区域指定及び土砂災害防止対策に必要な調査を
実施

土砂災害警戒区域の指定［都道府県］
（土砂災害のおそれがある区域）

土砂災害特別警戒区域の指定［都道府県］
（建築物に損壊が生じ、住民等の生命又は身体に
著しい危害が生じるおそれがある区域）

●情報伝達、警戒避難体制等の整備［市町村等］

区域の指定
基礎調査に基づき、土砂災害のおそれのある
区域等を指定

＜警戒避難体制＞
・市町村地域防災計画
（災害対策基本法）

＜建築物の構造規制＞
・居室を有する建築物の

構造耐力に関する基準の設定
（建築基準法）

＜移転支援＞
・住宅金融支援機構融資等

※正式名称「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する
法律」
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（平成25年10月末時点）
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全国の土砂災害警戒区域等の指定状況推移
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土砂災害危険箇所数約52万5千箇所を目安とした場合、

土砂災害警戒区域は全国で約60％を指定。

全国の土砂災害危険箇所
525,307箇所

土砂災害警戒区域
316,851区域

土砂災害特別警戒区域
176,001区域

60%
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（区域数）

土砂災害警戒区域等の指定状況（都道府県別）
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区域数

□ 土砂災害危険箇所 525,307

■ 土砂災害警戒区域（イエロー） 316,851

■ 土砂災害特別警戒区域（レッド） 176,001
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都道府県により指定の進捗状況に差がみられる。
土砂災害警戒区域・特別警戒区域指定完了：青森県、山梨県
土砂災害警戒区域指定完了：福井県、山口県、栃木県

（平成25年10月末時点） 23



２０００年 東海豪雨災害

•名古屋市など１５万棟浸水

↓
•２００１年

•特定都市河川浸水被害対策法
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２０１１年 台風１２号
•紀伊半島で土砂崩れ 死者９５人

２０１３年 台風２６号
•伊豆半島の土砂災害
•死者・行方不明４０人
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水害は社会現象である

•多くの水害の調査や報告は、水
文学的報告に偏している。

•水害規模を、自然現象を前提とし
た確率論に依存している。
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•水害の基本認識は、被災地の土
地利用とその歴史を調べることで
ある。

•過去の大水害と比較する場合、
両者の社会条件の大きな差に注
目すべきである。
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•総合治水対策は、河川整備と流域
の土地利用との調和が要諦であ
る。

•すなわち、河川行政と都市（地域）
計画との協調関係が重要
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•総合治水対策は、流域における
流出抑制策と被害軽減策の実施
にかかっている。

•新しい治水対策に際しては、関係
住民への周知が特に重要。
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•気候変動による台風の変質、
集中豪雨にどう備えるか。

•河川整備のみでは不十分。

•氾濫被害を減ずるには、

警報、避難対策の充実

氾濫予想地域での対策
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